
職員等の給与に関する細則

(総則)

第 1条

特定非営利活動法人 CPI.教育文化交流推進委員会 (以下、本会という)の職員給与の支給

については、本会定款第 59条並びに第 60条の規定によるほか、この規程の定めるところ

による。役員報酬については支給を行わず、専従する役員については事務局職員の給与規程

を準用する。

(給与の種類 )

第 2条 給与の種類は、次のとお りとする。

1)事務局職員

(1)基本給 (以下 「俸給」とい う。)

(2)特別手当

2。)事務管理部職員

(1)基本給

(2)通勤手当

(3)上半期手当

(4)下半期手当

(給与の支払方法)

第 3条

給与は、その全額を通貨で、直接に支払 うものとする。但し、法令に基づき給与から控除す

べき金額がある場合には、支払 うべき給与の金額から、その金額を控除して支払 う。

2 当該職員が給与を金融機関の自己の日座への振込を希望した場合には、その方法によつ

て支払 うことができる。

(俸給)

第 4条

職員の俸給の年額は理事会の議を経て会長が定める。

2.職員がやむを得ざる病気或いは怪我による休職の場合は、120日 を限度として支給する。

3 職員が死亡により退職 した場合には、その月までの俸給を支給する。

(給与の支給 日)

第 5条

俸給及び各種手当は、前月の 25日 から当月 24日 までの月額の全額を毎月 25日 に支給する

ものとする。但し、25日 が休 日に当たるときは、その後の適切な日 (25日 が休 日に当たる

ときは、25日 に最も近い休 日でない日)に支給する。

2 前項に規定する支給日に給与を支給することができない場合には、会長が指定した日を、

支給 日とすることができる。



(日 割計算)

第 6条 新たに職員となった者には、その日からの俸給を日割 りで支給する。

2 職員が退職 し、又は休職 した場合には、その日までの俸給を日割 りで支給する。

(通勤手当)

第 7条 事務管理部職員の通勤手当の支給については、通常の通勤と認められる範囲内にお

いて事務管理部長の決裁により行 う。

(特別手当)

第 8条 特別手当の支給は、事務局職員の職務内容や職務実績に応じて、本会の年度末理事

会において決定する。

(上半期手当、下半期手当)

第 9条

上半期手当は7月 25日 、下半期手当は 12月 25日 (以下、この条においてこれらの日を「基

準日」という。)にそれぞれ在職する事務管理部職員に対して支給することができる。

これらの基準日前 1月 以内に退職 した職員に対しても同様 とする。

2 上半期手当、下半期手当の支給率は、下記に定めるものとする。但し、在職年数が 1年

未満の職員については、これを支給しない。

手当の区分 俸給に対する支給率は、支給 日の前月までの 6ヶ 月間給与の月平均額を基準

にして、次のように定める。

① 2年以上  ② l年以上 2年未満

上半期手当 100分の 150  100分の 100

下半期手当 100分の 200  100分の 150

(端数の処理)

第 10条 この規程により計算した金額に円未満の端数を生じたときは、これを 1円に切 り

上げるものとする。

附 則

(1)こ の規程は、平成 18年 4月 1日 に遡 り施行する。

(2)平成 26年 7月 19日 の臨時理事会で第一条の役員に係る文言が改訂 された。

1′i(輌・●



書式第 17号 (法第 55条関恥

廠ヨ巨班璽匡藝I匹ヨ □王薗

3

1 1資金に関する1事項 □①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する:事厠

※ 丸黎ヨよ 特定非営欄 混進法1第54雑 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定ブ断 !躍置醍進法施行規員」

法人名 令和2年4月 1日～令和3年 3月 31日事 業 年 度

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

嘔常収Ю

z587,000円

正会員からの載膚支援金収入 儀口|レンカおよ酔 l「初 11,400,000円

賛助金。一般寄付 0団職錠賓付・く

'馳
1剛け」翻 t入 慶B,912円

回蔽麗団理因 12,606円

円

(そ1の僣11111il〕 1却氏入|) 0円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 lattB,518円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

劇ヒ
1日 入 先 金   額

な し 円

円

円

円

円

△
ロ 計 円

その他

第32条第1項各号に対応していま
‐
九 以下同じです。



2資 産の嬢渡等の内容に関する事項 □②資幽鶴騨蒔に係る球 の料金、線 の他その内容に関する事劇

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

なし 円

円

円

円

円

ノ
/′

〆

円

円

円

円

{1)資産の譲渡に係る料金及び刹牛等

(2)資産の貸付けに係る料金及び剰牛等

(3役務の提供に係る料金及餞卿牛等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

ノ/ 〆

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条 件  等

巨
=亜

日 %L382円 作業所敷金ほか

預け金 1,優4蜃I円 令和3年戻し等

円

円

円

円

円

円



3 1取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位まで

の取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法足 つ

関 係
住所:甦漏錢地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 囲歴麗四踏ヨ

なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の_巨麟

(2)費用の生ず|∂取引の上働5者

(3)役員、社員、職員:粗ズは寄附者又はこれらの者の親慇臀もの取引

イ )

氏卸覗略称 住所�胡序在地 取引金額 取 引 内 容 等

4Ю,000円 詢認田金

342,000円 日避塁薔巨∃

鈍0,000円
=選

憂
=墓

王壼

2Ю,000円

16&000円
寄付金媚鮪成機金

教育支援金

氏名又は名称 住所�胡確地 取引金額 取 引 内 容 等

8,5Cn000円
奨学金 対32名

当期現地支給 当開 I―Ⅲ期

1,4儡,172円
対 100名

当期現地支給 当期 I期のみ

43Q397円 インドネシア^《潮鎖翔;翻置

1,060,513円 z'11,liSI[|,1に

'11メ

lii1li,I‖ |・ i`lビ1ヨロ,1目[

219,519円 広報印刷代



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

:τ己 む

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供昨月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 □C満悧者 (役員、役員の親族等で、当議法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及|び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 に給1与を引』順,a鋼扱|1曖蝙硼瞑に文ける給:彰潔顧|に〕討
‐
る事興

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

3人 5,393,620円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出したこ静付金α籟知にその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 に海外への送金又は金銭の持出しを行つた場′創こおけるその金額及び睫途並びにその実施日]

所 在 地 支出した寄附金額

a500,000円

1,443,172円

支出先の名称

円

円

円

円

円

円

支出年月日 寄附の目的等

H30ツ13.

H313/5

奨学金 対 109名

当期現地支綸用Iのみ

ⅢD.4/L

げ11,H311.11

奨学金 対322名

当期現地支綸用I―Ⅲ

合   計 9943,172円

実 施  日 使 途 金   額

令和 2■π 奨学資金の当躙第2次力治 3.5(Ю,000円

令n131.18 5,αЮ,000円



3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

{1}役員及びその親族等

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

1以下であること

るヽこと、又鰤帳簿書類の備付け、取引の記ハ 会計につし

イ 役員α鴻留蜘のう

法人名 特定劇期間田胴り、シービーアイ教育文化交流推遭饉員会 チェッタ欄

′ヽ
ノヽ

(注 1)

(注 2)

第3表付表1『役員の状況』から転配してくださしヽ

③及凛訓こついて:よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

① ② ③ ④ ⑤

◎ 田1年 4月 1日～2年 3月 31日
11人 2人 1&1% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 田 時
人 人 %

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時各社員の表決権が平等である

上記を証する書類の名称とその内容等

(籠ドゝ
V

いいえ

Itv\

v',v',i

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い

いいえ―医三二:」

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表)

∝感事ロ

・ 認定基準籍チェック表 (第 3莉 :よ 法第5彙第1項に基づく書類

付する必要があります。その場合、上記口の記職の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類

添付を省略することができます。

回 刺

の日出時においても記載及び添

に記載した事項について、



項
口
日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申訂瓢寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い はい

いいえ

はい はい

いいえ

|まい はい

いいえ

はい

いいえいいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい はい

いいえいいえ いいえ いいえ いいえ

項
日
［ ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申蘭事寺

費途が明らかでない支出がある、:帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

ハ

第3表 (りdD

曖憲菫コ
て:よ 法第5彙第1項に基づく書類 に配載した事項について、改

めて記職する必要はありません。

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と:よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますLなお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

エ

注 意 事 項

区分欄の 日⑥引①」の各欄に1よ 実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、口①」、「②」

及び n④」の各欄に該当する人数を転記しま‐
す■

日

【項

イの各欄

記 載 要 領

口の各欄 該当する一方を「〇」で囲みま‐
九

「上記を証する書類の名称とその内容等」相に:ム 例え

ばk「定款 (又は会員0第○条に『各正会員の表閃自よ

平等なものとする』と規定」のように記載しますじ

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みますЪ

なお、口③」から 輌①」について:ム イに講 る各期

間 (輌①」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「1塾蛍_

に Ю:Eし童塑全には駒鏑朗菫と添

付L≦くださnL
② 面帳簿書類の備付け、取引の記録及

び隈簿書類の保存を青色申告法人に準

し菫」壁含に国三墨豊旦塁1董±壺憂≧I墾菫1聾曇

重菫g2迭2星1二』蟹[ヨ」Ll`]lif」 lL二

`1≦

」どL豊

L__

じて行つている」の「はい」に「o」

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、RDり から「①」についてlム イに講 る各期

間 (n⑥」から「①」)を示したものです。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人 シーピーアイ

教育文イビ漸離進委員会
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 人 人 人 人 人 人 人

(1} 最も人数が多い「親族等」のグループ

の人数
2人 人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員又は

使用人である者並びにこれらの者の親族

等」のグループの人数

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 聴名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時
就性・退饉

年月日

=シ
紗バ

小西 菊文
理 事

O

H1442

就任

=ハ
マげ 刀

横演 英紀
理 事

○

H1442

就任

シハ
゛
タ アサカ

理 事
0

壼31ユ 1

柴田 朝香 就任

″ シンイチ

"
牟田慎―

・郎
理 事

○

H1442

就任

ミヤパラ カンヘイ

頷 琉呼
理 事

○

H1442

就任

力け ヨシ′ノ

加藤 凱信
理 事

○

H19ユ 1

就任

タカシマケ有

向嶋 恵子
理 事

○

H21■1

就任

)エダ彙ウイチ

植田 恭一
理 事

○

Ⅲ4。7.1

就任

ツ  "
理 事

m鰤。1就‖医

佐野 友 O 就任

ハナワ ヨシミツ

塙 善光
監 事

0

H19″。1

就任

ケドタヒデオ

久保田秀睦
監 事

O

E21ユ 1

就任



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(田闘願 )

・ 「伝買測劃認爾詢 1日よ 例えば n見金出1閣口、『網勘定剛胸、「癬ヨU員:などのように記載します。

・ 『左の根簿等の形態」欄よ「3枚槙写伝漂』、町L″ズリーフ』、:警

「

幅簿」などのように配載します。

・ 噺瑚D時期』欄よ『毎日」、「―週間ごと」のように配載します。

つて:よ 添付の必要はありません。

第3表付表2

法 人 名 特定非営利活動法人 シービーアイ教育文化交流推進委員会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

匡璽Ш
=コ

表計算ソフト朧 1使用

ルーズリーフ

「
Ｊ

菫
」
ら

口
，
Ｆ
Ｌ 7年

田図璽コ
着睛‖庫ソフト「桐」翻
ルーズリーフ

ヨ
Ｊ

『Ｌｒ
ロ 7年

入釧凛・圏 奉漂 瑶ヨ 「
ヨ

【百
Ｚ

”』 7年

騒田匿五冨亜醒置コ
=ヨ

薩E聖 コンピューターフアイル

にて1保管
Elロコ 7年

併合転記による)

日五憂目
着晴‖撃ソフト「桐」枷
ルーズリーフ

銅難野半期

および

年度 末

7年



法人名 特定非営利活動法人 シーピーアイ教育文イ協調翻個撻委員会

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動蒔を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の議渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

て特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補き若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

であること

80%以上

実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定JF営利活動の事業費に充てていること

回

① ヨ
=iヨ

有・ 無 有・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

日
日 ④ ⑥ ◎ ① ◎

有

有

項

有・ 無 有 。無有・ 無 有・ 無

有 。無 有・ 無有・ 無 有・ 無 有 。無 有・ 無

有
′由、

U 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申罰脚寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の樹ほ 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる1報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有
四¬
出ヨ 有。無 有。無 有。無 有 。無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価顔に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

有 有。無 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して4鵠:Iの利益の供与の有無

′ヽ

有【無〕
ヽノ 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に赫 ・る寄附の 有 有 。無 有。無 有。無 有 。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関傷0

認定基準等チェック表  (第 4表 ) 圃 珂

∝菫申D
・ 『躍定義串等チェック表 (第 4表)」 :よ 法第

“

条第1項に基づく書類 網口晰日躙胴簿提出書類)の提出時においても記職

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準坤チェック表 第4表 (次葉)」 0'崚,び二)の配載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて:よ 法第5彙第 1項に基づく書類 佃曖輌酬畑程略日川■D:=記載した事項につい

て_添付を引略することができます。



特定非営利活動法人 シーピーアイ教育文化交流推進委員会

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

チェッタ欄

○

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議演等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

巨正Ⅲ墨E目´ヽ

法人名

回IE□ IEE褻 麗Ш亜■醸測

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 (社メ繊諷D等があ劉腸舗こ|よ そC湘唄|」 (袖内側船 等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録ミ1貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:蔀動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又:」職員給与の支給に関する,規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益効厠胡:」の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資塵の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に鵬 庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条058条関n

エ

(注意l中D
・ 認定基準寺チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類

があります。

5

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて:よ 澤付の必要はありません。

匝田□E面日夏玉■臣日



書式第 14号 (法第 44条・51条 058条関n

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 シービーアイ教育文化交流推進委員会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝感コD
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬開目嘲日川■Dの提出時に当たつては 認定魅準鏑チェック表 (第 6表及び第81D
は、記職する必要はありません。

・ 認定
`窮

鵬触胴D更新の申請に当たつて:よ 躍届目闘けェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規種略提出書順)に配載した事項について、改めて記職する必要はありません。

29魚の規定により所轄庁に提出していること

28条に規定す6

有 ・ 無

③ ⑤ ◎́ ノイ
′″

④ ◎ ①

有 鉦 有 無 有 盤有 ・ 無多 月 ご

特定非営利活動促進法1第 器

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定饉準縛チェック表 (第■D:よ 演第5条第1項に基づく書類 (役員網酬規程等提出書類)の日出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有O①
有 ・ 無 有 ・ 無 有 0無 有 ・ 無 有 0無 有 ・ 無

ザイア万欄8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超え

ていること

事業年度 設立年月日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関傷0

欠格事由チェック表

チェッタ相
|

認定、
は認定、
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当骸認定特定非営利活動法人又は当1駿特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等礎1)若

しく したことにより、又国国税若しくは地方税に関する1法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 曇力団の構成員等健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている 了の日から3年を経過しない法人

5
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
ロ

1

イ

ハ

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特

"熙

定特定非営和脂動法′燎)摯潮1認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営和括り法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

有
ロ 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無

特定剤圏喘鋼版艶鏃若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第
"4条

等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、脚 に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

2 認定又は特例熙定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はいで 戸ヽえ)

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 1t1r (1[S

4 国税又は地方税の滞納匹躯碗輛勲 さ`れているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はいく至)

耐
額 (注 1)その他の事務所がある場舘‐よ その他の事務所所在の滞納処分に係る納税調明書も添付すること

(注2)役員報馴規程等提出書には耐 不要

″
０ 離 人 はい

6

イ はい

ロ はい


